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以下について、提案致します。 
 

１．個室ユニット型特養の介護報酬 基本単位の見直し等。 
 

平成 18 年度賃金構造基本統計調査（厚生労働省大臣官房統計部）によると、福

祉施設に勤務する男性の平均年収３１２万円、一般企業では５１３万円との調査

結果であります。 

また、WAM（独立行政法人福祉医療機構）の調査では、特別養護老人ホームの

職員配置３：１の基準に対し、ユニット型（個室）は１．７８：１と、基準より

多くの職員を配置しています。基準の配置人数では、ユニット型特養の基本方針

にある「入居者１人ひとりの意思及び人格を尊重し・・・」という個別ケアでの

サービス提供が難しくなっており、調査のような結果になったと思われます。 

以上のようなことから、 

介護報酬基本単位の見直し及び新たな職員配置基準の設定、 

世帯分離の見直しを提案いたします。 
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《１．介護報酬基本単位の見直し、及び新たな職員配置基準の設定。》 
 ユニット型新型特養の介護看護職員の配置の実態は、約利用者２人対職員１名であり、（WAM の調査

では１．７８：１）施設定員 100 人規模の施設では、人員配置利用者 3 人対職員１人に比べ 17 名多くの

人員が必要となる。個室ユニット型では手厚い人員配置を必要以上に伴うことになっているため、それ

なりの介護報酬の加算が必要である。法令順守にて人員を確保しているにもかかわらず、現在の介護給

付単位では採算が合わず、施設職員の給与水準を下げてしまうことや、施設職員の研修、教育が行えず、

サービス提供の資質が低下することになってしまいかねない。 
 第５章ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並び設備及び運営に関する基準（注･ユニット型に

対する基準）において、《人員に関する基準については、第２章の定めるところによるので、留意する》

という記載があることから、ここでは、人員基準は、３：１が人員の基準になっている。 
 ところが、勤務体制の確保等第 47 条においては、《ユニットごとに常時１名》《２ユニットごとに１名

の夜勤配置》の配置が求められており、これを守ると 2：１の介護看護職員配置が必要となるため、新型

特養の介護報酬基本単位に人員配置加算分の上乗せ、又は２：１型介護報酬料金の設定を要望します。 
【介護報酬基本単位に 179 単位の上乗せ算出根拠】 
要介護３の場合  798 単位（新型特養） 
１日 798 単位×点数化 10×30 日×入居者 100 名＝2394 万円 
2394 万円×人件費 60％×人件費介護看護職割合 75％＝1077,3 万円 
1077,3 万円に５割増（３：１⇒２：１にすると５割増）＝1615,95 万円 
1615,95 万円―1077,3 万円＝538,65 万円（538,65 万円多くかかる） 
538,65 万円÷100 名÷30 日÷10＝179,55  よって１７９単位となる。 
 

《２．居住費 2 万円の増額。食事は物価スライド制を導入。》 

全室個室ユニット型は補助金が少ないにもかかわらず、個室であるがゆえに建設面積が広くなったため、

多額の建築費が必要となっている。「同じフロアに浴室があるのが望ましい」という指導の下により、浴

室の数が多くなり、光熱水費は一人当たり 2 万円程度、必要である。 
よって 
① 光熱水費は月額 2 万円。（現行 1 万 5 千円より 5 千円増額） 
② 建築費償却分は月額 6 万円。（現行４万 5 千円より 1 万 5 千円増額） 
利用者負担は増額しないで、増額分は補足給付増額で対応する。 
 

《３．世帯分離制度の見直し。》 

利用者負担の不公平感を解消するため、不適切な世帯分離制度利用の改善を要望します。 
（例えば、介護施設入所前の所得状況による負担階層で決定する等。） 
 

以 上 
 



＜介護報酬基本単価の変遷 （従来型多床室（Ⅱ）・ユニット型個室（Ⅰ）＞

従来型多床室（Ⅱ） ユニット型個室（Ⅰ）
改訂年月 介護度 基本単位 前回との差基本単位 前回との差

平成12年4月 要介護度 1 717 -
2 757 -
3 797 -
4 837 -
5 877 -

平成14年4月 要介護度 1 717 0 -
2 757 0 -
3 797 0 -
4 837 0 -
5 877 0 -

平成15年4月 要介護度 1 601 116 ▲ 784 -
（新型制度化） 2 656 101 ▲ 831 -

3 711 86 ▲ 879 -
4 766 71 ▲ 927 -
5 821 56 ▲ 974 -

平成17年4月 要介護度 1 601 - 784 -
（新型当初） 2 656 - 831 -

3 711 - 879 -
4 766 - 927 -
5 821 - 974 -

平成17年10月 要介護度 1 659 58 ＋ 641 143 ▲
2 730 74 ＋ 688 143 ▲
3 800 89 ＋ 736 143 ▲
4 871 105 ＋ 784 143 ▲
5 941 120 ＋ 831 143 ▲

平成18年4月 要介護度 1 639 20 ▲ 657 16 ＋
2 710 20 ▲ 728 40 ＋
3 780 20 ▲ 798 62 ＋
4 851 20 ▲ 869 85 ＋
5 921 20 ▲ 929 98 ＋

平成15年4月 要介護度 1 38 ＋ 127 ▲
と 2 54 ＋ 103 ▲

平成18年4月の 3 69 ＋ 81 ▲
基本単位の差 4 85 ＋ 58 ▲

5 100 ＋ 45 ▲


